　福祉体験用具の貸出について　
1.使用される日程が決まりましたら、体験用具の仮押さえをしてください。（電話のみ）
その後、「福祉体験用具の貸出し申請書兼予約票」（以下、予約票）をHPからダウンロードしてください。（メールもしくはFAXにてお送りすることも可能です）
詳細について予約票にご記入のうえ、メールもしくはFAXにてお送りください。
　　※「予約票」の注意事項欄（破損等の場合）の承諾を確認するため、所属長のご印鑑を捺印ください。
2.貸出物品の引き取り手続き
　　1）体験用具をご用意致しますので、貸出日に学校を出られる際、出発する旨ご連絡ください。
　　2）本会にて「借用許可申請書」にご記入いただきます（印鑑不要）
　　3）お渡しする貸出物品の数量等をご確認ください。　
4）貸出物品とともに「許可書」をお渡しします。「許可書」は、返却数量及び破損や不足が無いかを確認しますので、返却の際にお持ちください。
3.ご案内
　　1）駐車場について
本会の事務所がある明日都浜大津は、3階以上が駐車場棟と事務所棟(上階はマンション)に分かれております。事務所棟すぐ上の駐車場（6B）に繋がる通路が6階にありますので、6階まで車でのぼり、通路を渡って駐車場(6B)に車を停めて下さい。
　　　駐車場に入る⇒6階まで上がる⇒車で渡り廊下を渡る。⇒右に曲がり、エレベーター(B)のあたりに駐車⇒市社協のある5階へ、エレベーターまたは階段で1フロア下がる⇒エレベーターを出て左手の細い通路を進んでいただくと市社協へ来られます。　
2）高齢者体験用具について
①容器はプラスチックケースになります。積み込む際は場所を取りますので、積み込むスペースを確保してください。
　②車に積み込む際に台車をお貸ししていますが、台車をお持ちいただく方がスムーズです。

　　3）車いすについて
①軽バン、軽トラックなら9台まで乗せられますが、普通乗用車は座席を倒しても、1-2台くらいしか乗せられないことが多いです。複数の車で来られるか、往復されることをお勧めします。
その際、個人の荷物（ゴルフバック、チャイルドシート等）は降ろして来ていただかないと、積み込みできないことがあります。
　　　②カーブを曲がる際にハンドル等があたって車のガラスを破損する恐れがあります。
　　　　古タオルや毛布等をご持参いただき、ガラスの保護をされるとともに、カーブなどに配慮して運転されることをお勧めします。
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